
問題行動等対応マニュアル 

１．相談窓口 

相談者区分 相談員氏名 

教職員 教頭 

児童生徒 

生徒指導主事 人権教育主事 

学部長・ 特別支援教育コーディネーター   

教育相談コーディネーター  養護教諭 

  

２．対応フローチャート 

事故の発生・発見、通報の受信 

◎現場での事態収拾、校長に報告、校長は対応を指示 

・複数の教員（担任、教頭、生徒指導主事、空き時間教員、養護教諭等）が現場に急行 

・現場状況の沈静化 

 

被害者の措置  加害者の措置  周囲の措置  現場の状況確認、保存 

・応急処置 

・救急車の要請 

・事実確認（適宜） 

・救急車へ同乗、付き添い、 

搬送先や診断結果等の報告 

 ・興奮を静める 

・場所を他に移し、

事実確認 

 ・動揺を静める 

・避難指示 

（適宜） 

 ・事実確認、 

・写真（見取り図） 

・発生状況の聴取（関係者） 

・５W1H 

・現場保存 

 

情報の集約 

 

被害者の保護者  教育委員会  消防署  警察署  西部こども女性相談センター 

・事実の連絡 

・搬送先の病院 

 ・事実の連絡 

・支援要請 

 ・事実の連絡 

・支援要請 

 ・事実の連絡 

・支援要請 

 ・事実の連絡 

・支援要請 

 

対策本部の設置  緊急職員会議の開催 

・事実の整理 

・対応方針の決定 

・役割分担の決定 

・記録 

 ・情報共有 

・対応方針説明 

・役割分担 

・留意事項確認（報道機関への対応等） 

 

組織的な対応 

・被害児童生徒、保護者-----継続した心のケア、誠意のある対応 

・加害児童生徒・保護者-----個別的な指導、支援 

・他の児童生徒------------全校集会の開催（概要説明、今後の生活の仕方等の指導） 

・他の保護者--------------臨時 PTA役員会、保護者会（全校、学部）の開催 

・報道機関----------------窓口の一本化と公平、明確な回答 

 

教育委員会との連携  関係機関との連携  保護者、地域との連携 

 

問題の背景分析   対応の反省   改善策の検討   再発防止への取り組み 

 


